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◆火山防災エキスパートの助言（岩田委員） 

・ 噴火警戒レベルは、火山防災対応で最も難しい判断となる「いつの時点で、住

民等を危険区域から出すか」について、火山活動に関する理学的な見地と避難

等の防災行動をいかに直結できるか、という観点で気象庁や内閣府、学識者等

で検討されたものである。 

・ つまり、噴火警戒レベルは、行政サイドが避難等の防災対応に関する判断をよ

り円滑に行うために導入されたものである。 

・ その前提で、今回の焼岳では、レベル２と３をどのように捉えるか、が重要に

なる。具体的には、観光客等の重要な退避ルートである「上高地公園線」の使

用可否をレベルとの関係で整理することである。 

・ 気象庁では、「上高地公園線」が使えるような状態なのか、もしくは使えない状

態なのか、でレベル２と３を明確に分けるという見解＊である。つまり、レベ

ル２の段階では、観光客等に注意喚起等の情報を与え、自主的な行動を促すこ

ととなる。したがって、レベル２の段階では、観光客の退避等は必要なく、対

応が明確になったと考える。 

・ レベル３になると、「上高地公園線」が使えなくなる恐れがあるのか、もしくは、

現実的に使えなくなっているのか、の判断で、レベル３を明確にして出せるか

どうかが重要となる。現状の観測体制で上高地公園線の危険を予知し、レベル

３を発表することについては気象庁としても、内部的に十分検討すべきと考え

る。 

・ このような判断ができれば、レベル２と３の対応は明確になり、とくに、行政

側としては、観光客の退避等について、レベル３から体制を強化すべきである。 

 

◆気象庁の見解 

・ 気象庁としては、レベル３の定義を『上高地公園線』をトリガーとして見直し

た。 

・ 基本的に上高地公園線に噴石等の影響が予想される場合、レベル３を発表する。

レベル２の段階では小規模水蒸気噴火（プシュ程度）を想定しており、退避等

の対応は必要ないと考える。 

・ レベル３では、上高地公園線が通行可能な場合、通行不可の場合が分かるよう

なキーワードを付して発表することを検討している。(切替発表） 
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論点① 噴火警戒レベルに応じた防災行動における〔両県意思統一事項〕 

協議やエキスパートからの助言を踏まえた両県意思統一事項は以下の通り。 

・ 上高地は『噴火警戒レベル３』が発令された段階で立入禁止。観光客退避。

・ 防災行動については噴火警戒レベル１～５まで整理する。(居住地域・観光

施設等） 

・ 観光客に対しては『退避』。居住地域に対しては『避難』という表現を使用

する。 

 

論点② 現地対策本部体制 

〔現状の課題〕 

・内閣府の指針に基づき、噴火時等において「合同現地対策本部」を設置する方

向で検討しているが、具体的な役割や体制について整理しきれていない。 

・群馬県、長野県合同の火山防災訓練（レベル３→４の対応検証）では、現地対

策本部の協議機関として既存の『浅間山火山防災対策連絡会議』が有効であっ

たが、今後レベル４、５の体制についての検討が必要である。 

 

◆火山防災エキスパートの助言（岩田委員） 

・合同現地対策本部をイメージする事例としては、2000 年有珠山（北海道）噴火

災害がある。当時、伊達市に合同対策本部が設置され、全体としてはうまく本

部が機能した事例であるといえる。ただし、いきなり現在の噴火警戒レベル５

に相当する警報が発令されたため、最初の段階は混乱していた。 

・特に避難区域の定め方などの協議が難しかったようだが、最終的に避難勧告の

区域や警戒区域の指定等について、３つの市町長の合同会議で決められた。合

同本部といえども、あくまで避難等の対応は、地元の市町村の合同協議の場で

決定されるもので、都道県や国は、その対応について、いかにサポートし判断

などをスムーズにしてあげるかという立場にあると考える。 

・有珠山の場合、初動対応は混乱したが、噴火後の復旧や被災者の支援などの対

応については、政府の本部が現地入りし、各関係機関と調整しながら合議制で

対応を決めており、非常にスムーズであった。 

・基本的に合同対策本部長は市町村長であり、国、都道県は円滑に協議できるよ

うコーディネートする立場となる。 

・今回の焼岳では、とくにレベル切替時の対応等が重要であり、協議する場とし

て合同現地本部は必要であると考える。 

 

◆内閣府の見解 

・平常時の協議会の体制は、噴火時の防災対応を検討する機関（体制）として重

要である。 








